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様式第１号（８）（第２条関係） 

身体障害者診断書・意見書（呼吸器機能障害用） 

 総括表 

氏 名 年  月  日生 男・女 

住 所 

① 障害名（部位を明記） 

② 
原因となった 
疾病・外傷名 

 交通、労災、その他の事故、戦傷、戦災、
疾病、先天性、その他（       ） 

③ 疾病・外傷発生年月日      年  月  日・場所 

④ 参考となる経過・現症（エックス線写真及び検査所見を含む。） 

 

障害固定又は障害確定（推定）     年  月  日 

⑤ 総合所見 

 

［軽度化による将来再認定  要 ・ 不要
（再認定の時期    年    月後）］ 

⑥ その他参考となる合併症状 

 上記のとおり診断する。併せて以下の意見を付す。 

       年  月  日 

  病院又は診療所の名称 

  所    在    地 

  診療担当科名        科     医師氏名          ○印   

 身体障害者福祉法第１５条第３項の意見〔障害程度等級についても参考意見を記

入〕 

   障害の程度は、身体障害者福祉法別表に掲げる障害に 

     ・該当する （  級相当） 

     ・該当しない 

注意 １ 障害名には現在起こっている障害、例えば両眼失明、両耳ろう、右上下

肢まひ、心臓機能障害等を記入し、原因となった疾病には、角膜混濁、先

天性難聴、脳卒中、僧帽弁狭
さく

窄等原因となった疾患名を記入してください。 

２ 障害区分や等級決定のため、埼玉県社会福祉審議会から改めて次ページ

以降の部分についてお問い合わせする場合があります。 

 



 呼吸器の機能障害の状況及び所見 

（該当するものを○で囲むこと。） 

１ 身体計測 

   身長       ㎝   体重       ㎏ 

２ 活動能力の程度 

 ア 激しい運動をした時だけ息切れがある。 

 イ 平坦な道を早足で歩く、又は緩やかな上り坂を歩く時に息切れがある。 

 ウ 息切れがあるので、同年代の人より平坦な道を歩くのが遅い、又は平坦な道を自

分のペースで歩いている時、息切れのために立ち止まることがある。 

 エ 平坦な道を約 100m、又は数分歩くと息切れのために立ち止まる。 

 オ 息切れがひどく家から出られない、又は衣服の着替えをする時にも息切れがある。 

３ 胸部エックス線写真所見（    年  月  日） 

 ア 胸膜癒着     （無・軽度・中等度・高度） 

 イ 気腫化      （無・軽度・中等度・高度） 

 ウ 線維化      （無・軽度・中等度・高度） 

 エ 不透明肺     （無・軽度・中等度・高度） 

 オ 胸郭変形     （無・軽度・中等度・高度） 

 カ 心・縦隔の変形  （無・軽度・中等度・高度） 

 

 

 

４ 換気機能（    年  月  日） 

 ア 予測肺活量：     ．   L （実測肺活量：        ．      L） 

 イ １秒量：         ．      L （実測努力肺活量：    ．      L） 

 ウ 予測肺活量１秒率：      ．   ％ （＝ 
イ
ア
×100） 

   （アについては、次の予測式を使用して算出すること。） 

 肺活量予測式（L） 

  男性 0.045×身長（cm）－0.023×年齢（歳）－2.258 

  女性 0.032×身長（cm）－0.018×年齢（歳）－1.178 

  （予測式の適応年齢は男性 18-91 歳、女性 18-95 歳であり、適応年齢範囲

外の症例には使用しないこと。） 



５ 動脈血ガス（    年  月  日） 

 ア O2 分圧        ．   

 イ CO2分圧：     ．  Torr 

 ウ pH   ：  ． 

 エ 採血より分析までに時間を要した場合：   時間   分 

 オ 耳
だ

朶血を用いた場合：〔              〕 

 
６ その他の臨床所見 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

3
点

項
目

の
有

無
 

（
血

清
ア

ル
ブ

ミ
ン

値
、

プ
ロ

ト
ロ

ン
ビ

 

 
 
ン

時
間

,
血

清
総

ビ
リ

ル
ビ

ン
値

）
 

合
計

点
数

 

有
 

・
 

無
 

点
 

有
 

・
 

無
 

点
 

 

肝
性

脳
症

又
は

腹
水

の
項

目
を

含
む

３
項

目
以

上
に

お
け

る
２

点
以

上
の

有
無

 

（
○

で
囲

む
。

）
 

合
計

点
数

 

有
 

・
 

無
 

５
～

６
点

・
７

～
９

点
・

1
0
点

以
上

 

点
 

有
 

・
 

無
 

５
～

６
点

・
７

～
９

点
・

1
0
点

以
上

 

点
 

 

有
 

・
 

無
 

点
 

 

無
 

点
・

1
0
点

以
上

 

 
 
 

 
 
点

 

 

を 

」 

様
式
第
一
号
（
十
三
）
中 

」 

に
改
め
る
。 



規

則 

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
九
号 

 
 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
六
号
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
6
0
日
」

 
「
３
か
月
」

 



規

則 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
号 

 
 

 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

「
6
0
日
」

 
「
３
か
月
」

 



規

則 

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
十
一
号 

 
 

 

理
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

理
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第１号（第３条関係）                          

理容所開設届出及び構造設備検査請求書 

 （宛先） 

 埼玉県   保健所長 

年  月  日 

住所又は主たる

事務所の所在地 

氏名又は名称及

び代表者氏名
         印 

電 話 

ＦＡＸ 

下記のとおり開設したいので届け出、及び構造設備についての検査を請求します。 

記 

１ 名称（屋号）  

２ 所在地  

 
３ 開設予定年月日  

 ４ 管理理容師を置く場合は、

その者の氏名及び住所 
 

５ 理容師の氏名及び登録番号

並びにその他の従業者の氏名 
 

６ 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚

生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無 
 

７ 構造及び設備の概要  

８ 同一の場所で現に美容所（美容師法（昭

和３２年法律第１６３号）第２条第３項に

規定する美容所をいう。）が開設されてい

る場合は、当該美容所の名称 

 

９ 同一の場所で美容師法第１１条第１項の

届出がされている場合（８の場合を除き、

当該届出を当該理容所の開設の届出と同時

に行う場合を含む。）は、当該美容所の開

設予定年月日 

 

添付書類 

 １ 施設の平面図 

 ２ 設備の配置図 

 ３ 案内図 

 ４ 管理理容師を置く場合は、管理理容師講習会修了証書の写し 

 ５ 理容師法施行規則第１９条第２項の診断書 

 ６ 開設者が外国人の場合は、理容師法施行規則第１９条第４項の住民票の写し 

注 届出者が個人の場合は、氏名を自署することにより、押印を省略できます。 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
理
容
師
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



規

則 

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
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上 
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埼
玉
県
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

美
容
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

美
容
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第１号（第３条関係） 

美容所開設届出及び構造設備検査請求書 

 （宛先） 

 埼玉県   保健所長 

年  月  日 

住所又は主たる

事務所の所在地 

氏名又は名称及

び代表者氏名
         印 

電 話 

ＦＡＸ 

下記のとおり開設したいので届け出、及び構造設備についての検査を請求します。 

記 

１ 名称（屋号）  

２ 所在地  

 
３ 開設予定年月日  

 ４ 管理美容師を置く場合は、

その者の氏名及び住所 
 

５ 美容師の氏名及び登録番号

並びにその他の従業者の氏名 
 

６ 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚

生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無 
 

７ 構造及び設備の概要  

８ 同一の場所で現に理容所（理容師法（昭

和２２年法律第２３４号）第１条の２第３

項に規定する理容所をいう。）が開設され

ている場合は、当該理容所の名称 

 

９ 同一の場所で理容師法第１１条第１項の

届出がされている場合（８の場合を除き、

当該届出を当該美容所の開設の届出と同時

に行う場合を含む。）は、当該理容所の開

設予定年月日 

 

添付書類 

 １ 施設の平面図 

 ２ 設備の配置図 

 ３ 案内図 

 ４ 管理美容師を置く場合は、管理美容師講習会修了証書の写し 

 ５ 美容師法施行規則第１９条第２項の診断書 

 ６ 開設者が外国人の場合は、美容師法施行規則第１９条第４項の住民票の写し 

注 届出者が個人の場合は、氏名を自署することにより、押印を省略できます。 
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１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
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容
師
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則
に
定
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る
様
式
に
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当
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間
、
所
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の
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し
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用
す
る
こ
と
が
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埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
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を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
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十
八
年
三
月
十
八
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埼
玉
県
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清 
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埼
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規
則
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十
三
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埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
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埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
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和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
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部
を
次
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う
に
改
正
す
る
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第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
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稚
園
及
び
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学
校
」
を
「
幼
稚
園
（
特
別
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援
学
校
の
幼
稚
部

を
含
む
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）
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び
小
学
校
（
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務
教
育
学
校
の
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期
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程
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び
特
別
支
援
学
校
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小
学
部
を
含
む
。
）
」

に
改
め
る
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こ
の
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は
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平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
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埼
玉
県
園
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興
審
議
会
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を
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す
る
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を
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す
る
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十
八
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十
八
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玉
県
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規
則
第
十
四
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埼
玉
県
園
芸
振
興
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
園
芸
振
興
審
議
会
規
則
（
平
成
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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農
業
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員
会
ネ
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ト
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ク
機
構
の
理
事 
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
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一
日
か
ら
施
行
す
る
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埼
玉
県
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利
審
議
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改
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す
る
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に
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十
八
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玉
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埼
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農
業
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す
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埼
玉
県
農
業
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審
議
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平
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十
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埼
玉
県
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則
第
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十
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よ

う
に
改
正
す
る
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第
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項
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四
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に
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る
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農
業
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ク
機
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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こ
の
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行
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正
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号
の
規
定
に
よ
り
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員
に
委
嘱

さ
れ
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
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正
後
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規
定
に
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委
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と
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こ
の
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い
て
、
そ
の
委
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と
み
な
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は
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同
条
第
二
項
の
規
定
に
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ず
、
平
成
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十
八
年
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月
六
日
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と
す
る
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る
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業
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及
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不
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産
鑑
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る
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昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則

第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

あ
て
先

 
宛
先

 

「
 

」
 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
 

ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業

 

し
ゆ
ん
せ
つ
工

 
事
業

 

「
 

と
び
・
土
工
工
事
 

業
 

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
 

ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業

 

し
ゆ
ん
せ
つ
工

 
事
業

 

機
械
器

 
事
業

 
 

工
 

 

埼
玉

県
 

収
入

証
紙

 

は
り
つ
け

欄
 

 

」
 

「
 

埼
玉

県
 

収
入

証
紙

 

貼
付

け
欄

 

 

」
 

「
 

１
 
土

木
工

事
業

(
土

) 

２
 
建

築
工

事
業
(建

)
 

３
 
大

工
工

事
業
(大

)
 

４
 
左

官
工

事
業

(
左

)
 

５
 

 
 

 
 

 
(と

) 

６
 
石

工
事

業
(石

) 

７
 
屋

根
工

事
業
(屋

)
 

８
 
電

気
工

事
業
(電

) 

９
 
管

工
事

業
(管

) 

１
０

 
 
 
 
 
 

 
(タ

) 

１
１
 
鋼
構
造
物
工
事
業
(
鋼

)
 

１
２
 
鉄

筋
工

事
業
(筋

) 

１
３
 
ほ

装
工

事
業
(ほ

) 

１
４
 
 
 
 
 
 

(
し
ゆ

)
 

１
５
 
板

金
工

事
 

１
６
 
ガ
ラ
ス
工
事
 

１
７
 
塗

装
工

事
 

１
８
 
防

水
工

事
 

１
９
 
内
装
仕
上
工
事
 

２
０

 
 
 
 
 
 
 

２
１
 
熱
絶
縁
工
事

 

 

（
注
）
 「

許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
種
」
の
欄
は
、
下
表
中
の
（

 
）
内
で
示
さ
れ
た
 

 
（
建
設
業
種
一
覧
表
）
 

  

略
号
で
記
載
す
る
こ
と
。
 

業
(板

) 

業
(
ガ

)
 

業
(塗

) 

業
(防

) 

業
(
内

) 

 
(機

) 

業
(絶

) 

２
２
 
電
気
通
信
工
事
業
(
通

)
 

２
３
 
造

園
工

事
業
(園

) 

２
４
 
さ
く
井
工
事
業

(
井

)
 

２
５
 
建

具
工

事
業
(具

) 

２
６
 
水
道
施
設
工
事
業
(
水

)
 

２
７
 
消
防
施
設
工
事
業
(
消

)
 

２
８
 
清
掃
施
設
工
事
業
(
清

)
 

 

（
注
）
 
「
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
種
」
の
欄
は
、
下
表
中
の
（

 
）
内
で
示
 

 
 
（
建
設
業
種
一
覧
表
）
 

 
１
 
土

木
工

事
業

(
土

) 

２
 
建

築
工

事
業
(建

)
 

３
 
大

工
工

事
業
(大

)
 

４
 
左

官
工

事
業

(
左

)
 

５
 
と
び
・
土
工
工
事
業
(と

) 

６
 
石

工
事

業
(石

) 

７
 
屋

根
工

事
業
(屋

) 

８
 
電

気
工

事
業

(電
) 

９
 
管

工
事

業
(管

) 

１
０

 
 
 
 
 
 

 
(タ

) 

１
１
 
鋼
構
造
物
工
事
業
(
鋼

)
 

１
２
 
鉄

筋
工

事
業
(筋

) 

１
３
 
舗

装
工

事
業
(舗

) 

１
４
 
 
 
 
 
 

(
し
ゆ

)
 

１
５
 
板

金
工

事
業
(板

) 

１
６
 
ガ
ラ
ス
工
事
業

(ガ
)
 

１
７
 
塗

装
 

１
８
 
防

水
 

１
９
 
内
装
仕
 

２
０

 
 

 
 

２
１
 
熱
絶
縁
 

２
２
 
電
気
通
 

２
３
 
造

園
 

２
４
 
さ
く
井
 

 

」
 

機
械
器
具
設
置

 
事
業

 
 

具
設
置
工

 

さ
れ
た
略
号
で
記
載
す
る
こ
と
。
 

工
事

業
(塗

)

工
事

業
(防

) 

上
工
事
業
(
内

) 

 
 

 
 
(機

) 

 工
事
業
(絶

) 

信
工
事
業
(
通

)

工
事

業
(園

) 

 工
事
業
(井

) 

２
５
 
建

具
工

事
業
(具

) 

２
６
 
水
道
施
設
工
事
業
(
水

)
 

２
７
 
消
防
施
設
工
事
業
(
消

)
 

２
８
 
清
掃
施
設
工
事
業
(
清

) 

２
９
 
解

体
工

事
業
(解

)
 

 

を 

に
、 

に
改
め
る
。 



規

則 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

 

規
則 

 

埼
玉
県
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県

規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
の
二
ま
で
の
規
定
中 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
別
記
第
１
の

 
「
別
記
第
１
の
２
」
 

１
」

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
及
び
役
員
名
簿
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二

月
間
、
県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え

置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ル
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

疋 

野 

将 

人 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

（
変
更
前
）
千
葉
県
松
戸
市
常
盤
平
陣
屋
前
九
‐
十
五 

四
百
一 

（
変
更
後
）
埼
玉
県
越
谷
市
大
字
恩
間
六
十
四
番
地
十
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
国
民
に
対
し
て
、
ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ル
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
国
民
の
福
祉
、

健
康
及
び
体
力
づ
く
り
並
び
に
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
た
国
際
交
流
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
飯
能
市
大
字
坂
石
町
分
字
赤
浜
四
十
五
番
二
の
一
部
、
四
十
五
番 

 

五
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物 

 
 



別
図

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
新
入
間
店 

 
 

 

埼
玉
県
入
間
市
東
藤
沢
二
丁
目
九
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

遠
藤
裕
之 

 
 

 
 

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

代
表
取
締
役 

遠
藤
裕
之 

 
 

 
 

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
五
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

四
千
七
百
六
十
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
一
六
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
三
七
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

七
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
八
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
十
八
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
方
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
住 

所 

 

理
事 

今 

川 

雄 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
三
十
九
番
地 

 

理
事 

永 

島 

稔 

夫 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
九
百
七
十
番
地 

 

理
事 

松 

本 

武 

重 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
三
十
四
番
地 

 

理
事 

今 

川 

修 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
七
百
三
十
二
番
地 

 

理
事 

大
久
保 

栄 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
二
千
六
百
六
十
九
番
地 

 

理
事 

濱 

野 

太 

平 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
千
八
百
四
番
地
二 

 

理
事 

大 

塚 

金
太
郎 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
二
千
六
百
六
十
二
番
地 

 

理
事 

永 

島 

廣 

忠 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
九
十
一
番
地
一 

 

理
事 

石 

川 

直 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
西
貝
塚
百
三
十
九
番
地 

 

理
事 

大 

竹 

栄 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
二
千
百
十
四
番
地 

 

監
事 

福 

田 

幸 

雄 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
領
々
家
七
百
六
十
二
番
地 

 

監
事 

濱 

野 

正 

子 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
千
八
番
地 

 

監
事 

國 

嶋 

隆 

幸 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
四
百
九
十
三
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 

理
事 

今 

川 

修 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
七
百
三
十
二
番
地 

 

理
事 

大 

塚 

金
太
郎 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
二
千
六
百
六
十
二
番
地 

 

理
事 

今 

川 

雄 

一 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
三
十
九
番
地 

 

理
事 

永 

島 

稔 

夫 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
九
百
七
十
番
地 

 

理
事 

山 

田 

高 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
九
百
十
六
番
地 

 

理
事 

市 

川 

明 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
千
百
四
十
七
番
地 

 

理
事 

濱 

野 

太 

平 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
千
八
百
四
番
地
二 

 

理
事 

永 

島 

廣 

忠 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
九
十
一
番
地
一 

 

理
事 

石 

川 

直 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
西
貝
塚
百
三
十
九
番
地 

 

理
事 

大 

竹 

栄 

次 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
二
千
百
十
四
番
地 



 

監
事 

今 

川 

一 

義 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
九
百
七
十
一
番
地
一 

 

監
事 

濱 

野 

正 

子 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
千
八
番
地 

 
監
事 

國 

嶋 

隆 

幸 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
四
百
九
十
三
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
方
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 

所 

 

理
事 

松 

本 

武 

重 
埼
玉
県
上
尾
市
大
字
平
方
五
百
三
十
四
番
地 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号 

 
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
有
者
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
監
視
伝
染
病
の
検
査
を
次
の
と
お
り

受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

実
施
の
目
的 

 

 

イ 

牛
の
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
牛
白
血
病
、
馬
の

馬
伝
染
性
貧
血
及
び
馬
パ
ラ
チ
フ
ス
、
蜜
蜂
の
腐
蛆そ

病
並
び
に
豚
の
オ
ー
エ
ス
キ
ー
病
の
発

生
の
予
防 

 

ロ 

牛
の
ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛

流
行
熱
の
発
生
の
予
察 

 

ハ 

家
き
ん
の
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
発
生
の

予
察 

二 

実
施
す
る
区
域 

 
 

県
内
全
域 

三 

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範
囲 

 

イ 

一
の
イ
に
係
る
検
査 

 
 

⑴ 

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
及
び
ヨ
ー
ネ
病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
の
う
ち
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

農
林
省
令
第
三
十
五
号
。
⑷
及
び
五
の
イ
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二

項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑵ 

伝
達
性
海
綿
状
脳
症 

 
 

 
 

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
の
対
象
と
な
る
牛
の
死
体
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑶ 

牛
白
血
病 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 
 

⑷ 

馬
伝
染
性
貧
血 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
の
う
ち
、
省
令
第
九
条
第
二
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に

掲
げ
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の 



 
 

⑸ 

馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
馬
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 
 

⑹ 
腐
蛆そ

病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
蜜
蜂
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必

要
と
認
め
る
も
の 

 
 

⑺ 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

 
 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
豚
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要

と
認
め
る
も
の 

 

ロ 

一
の
ロ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
牛
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必
要
と

認
め
る
も
の 

 

ハ 

一
の
ハ
に
係
る
検
査 

 
 

 

県
内
で
飼
育
し
て
い
る
家
き
ん
で
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
が
必

要
と
認
め
る
も
の 

四 

実
施
の
期
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
の

対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
定
め
る
日 

五 

検
査
の
方
法 

 

イ 

ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
、
ヨ
ー
ネ
病
、
伝
達
性
海
綿
状
脳
症
及
び
馬
伝
染
性
貧
血 

 
 

 

省
令
別
表
第
一
に
定
め
る
方
法 

 

ロ 

牛
白
血
病 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ハ 

馬
パ
ラ
チ
フ
ス 

 
 

⑴ 

凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ニ 

腐
蛆そ

病 

 
 

⑴ 

臨
床
検
査 

 
 

⑵ 

そ
の
他
の
検
査 

 

ホ 

オ
ー
エ
ス
キ
ー
病 

 
 

⑴ 

エ
ラ
イ
ザ
法
に
よ
る
検
査 

 
 

⑵ 

ラ
テ
ッ
ク
ス
凝
集
反
応
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 



 

ヘ 

ア
カ
バ
ネ
病
、
チ
ュ
ウ
ザ
ン
病
、
ア
イ
ノ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
、
イ
バ
ラ
キ
病
及
び
牛
流
行

熱 

 
 

⑴ 

中
和
試
験
検
査 

 
 

⑵ 
そ
の
他
の
検
査 

 

ト 

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
低
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ 

 
 

⑴ 

ウ
イ
ル
ス
分
離
検
査 

 
 

⑵ 

血
清
抗
体
検
査 

 
 

⑶ 

そ
の
他
の
検
査 

六 

そ
の
他 

 
 

実
施
に
関
す
る
細
目
に
つ
い
て
は
、
実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
の
長
の
指
示
に
よ
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
二

月
二
十
六
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年

二
月
二
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
久
喜
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
八
百
七
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
二

月
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
三
芳
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
百
六
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
二

月
二
十
六
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
久
喜
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
二

月
二
十
九
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
坂
戸
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
十
七
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年

三
月
七
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
長
瀞
町
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五

十
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
六
十
九
号
で
告
示
し
た
蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

白
岡
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

蓮
田
都
市
計
画
下
水
道
事
業
白
岡
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

昭
和
五
十
年
十
一
月
四
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
元

年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
八
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の

変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

嵐
山
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
嵐
山
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
元
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
八
十
八
号
、
平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
十 

 
 

 
 

 
 

一
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
千
五
百
十
四
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十 

 
 

 
 

三
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千 

 
 

 
 

八
十
三
号
及
び
平
成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
一
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
嵐
山
町
大 

 
 

 
 

字
菅
谷
字
城
、
字
寺
山
、
字
坂
下
、
大
字
川
島
字
沼
下
、
字
豊
田
及
び
字
屋
田
を
加
え
、 

 
 

 
 

嵐
山
町
大
字
菅
谷
字
本
宿
、
字
清
水
、
字
東
原
、
大
字
志
賀
字
金
平
、
大
字
川
島
字
岩 

 
 

 
 

花
及
び
字
長
山
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
元

年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
で
告
示
し
た
東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

滑
川
町 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

東
松
山
都
市
計
画
下
水
道
事
業
滑
川
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
元
年
二
月
二
十
八
日
か
ら 

 
 

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

変
更
に
係
る
事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
元
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号
、
平
成
六
年
埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号
、 

 
 

 
 

平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
百
一
号
、
平 

 
 

 
 

成
二
十
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
号
、
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号
及 

 
 

 
 

び
平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号
の
事
業
地
に
、
滑
川
町
大
字
月
輪
字 

 
 

 
 

北
谷
及
び
字
間
堀
並
び
に
大
字
羽
尾
字
十
三
塚
を
加
え
、
滑
川
町
大
字
月
輪
字
西
荒
井
、 

 
 

 
 

字
高
根
、
字
中
道
北
、
字
宮
前
、
字
築
地
、
字
築
地
前
、
字
溝
半
田
及
び
字
新
道
上
並 

 
 

 
 

び
に
大
字
羽
尾
字
川
向
及
び
字
新
宿
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
事
業
三
俣
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
換
地
処
分
を
し
た
旨

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

和
光
市
越
後
山
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日
か
ら 

平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
南
一
丁
目
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
和
光
市
南
一
丁
目
二
十
番
三
十
四
号 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
十
七
年
八
月
二
十
六
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名 

 
 

浅
見 

忠
義 

三 

前
号
に
掲
げ
る
者
の
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建
築
士
の
別 

 
 

二
級
建
築
士 

四 

第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
登
録
番
号 

 
 

第
一
四
八
六
三
号 

五 

免
許
取
消
し
の
理
由 

 
 

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
る 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

石 

関 

千 

春 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

上
里
鬼
石
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 
新 

別 

 
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
字
本
郷
下

三
〇
一
六
番
四
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
七
本
木
字
本
郷
中
三
一
六
二
番
九
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
〇
・
四
七 

 
 

 
 

～ 三
三
・
三
六 

 
 

一
〇
・
四
七 

 
 

 
 

～ 二
一
・
九
八 

 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 

一
五
九
・
一
二 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

歩
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

石 

関 

千 

春 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

藤
岡
本
庄
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 
新 

別 

 
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
字
本
郷
中

三
一
九
八
番
三
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大

字
七
本
木
字
本
郷
下
三
〇
一
九
番
一
地

先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
〇
・
四
七 

 
 

 
 

～ 二
三
・
七
〇 

 
 

一
〇
・
四
七 

 
 

 
 

～ 一
三
・
一
五 

 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 

二
〇
一
・
〇
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

歩
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

石 

関 

千 

春 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

藤
岡
本
庄
線 

三 

道

路

の

区

域 



 
新 旧 

旧 
新 

別 

 
児
玉
郡
上
里
町
大
字
藤
木
戸
字
寺
西
二

番
一
地
先
か
ら
同
郡
同
町
大
字
長
浜
字

水
窪
九
七
九
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

一
一
・
三
三 

 
 

 
 

～ 二
一
・
八
〇 

 
 

 

九
・
一
五 

 
 

 
 

～ 

 

九
・
三
五 

 

   

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

 

四
六
二
・
〇
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

  

歩
道
整
備
工
事
に
よ
る
。 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 



 

二
百
五
十
四
号 

路 

線 

名 

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
字
下
六
反

田
二
四
八
六
番
一
地
先
か
ら 

同
郡
同
町
大
字
富
田
字
堀
ノ
内
二
一

一
八
番
一
地
先
ま
で 

（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
付
け 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示 

 

第
十
六
号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域 

 

の
一
部
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長
六
六
五
・
○
〇
メ
ー
ト
ル 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の 

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 
 

 
 

 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

 

二 

路 

線 

名 

熊
谷
寄
居
線 

 

三 

道
路
の
区
域 

 



  

新 旧 

旧
新
別 

深
谷
市
本
田
字
山
ノ
腰
三
八
六
四

番
一
地
先
か
ら 

 

同
市
本
田
字
山
ノ
腰
三
八
六
六
番

一
地
先
ま
で 区 

 
 

間 

一
二
・
一
七
～ 

 
 

一
二
・
二
六 

 

九
・
一
五
～ 

 
 

 

九
・
三
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
八
・
五
〇 

延 
 

 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

荻 

野 

隆 

一 
 

 
 

 



  

熊
谷
寄
居
線 

路 

線 
名 

深
谷
市
本
田
字
山
ノ
腰
三
八
六
四
番

一
地
先
か
ら 

 

同
市
本
田
字
山
ノ
腰
三
八
六
六
番
一

地
先
ま
で 供

用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
付
け

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
六
号
で
告
示
し
た
道
路
予

定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
二
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

園 

田 

誠 

司 
 

 
 

 



 
羽
生
外
野
栗
橋
線 

路 

線 

名 

加
須
市
外
野
字
下
二
〇
六
番
三
地

先
か
ら 

同
市
佐
波
字
西
悪
戸
四
一
四
番
一

地
先
ま
で 

 
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
部

分
に
限
る
。
） 

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
九
日 

供
用
開
始
の
期
日 

道
路
改
築
工
事
。 

平
成
二
十
三
年
四
月
八
日
付
け
埼
玉
県

行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
一

号
で
告
示
し
た
道
路
予
定
区
域
の
一
部

供
用
開
始
で
あ
る
。 

延
長
一
〇
二
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
八
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

細 

田 

哲 

也 
 

 
 

     



 

    
  

平
方
東
京
線 

  

路 
 

線 
 

名 

 

八
潮
市
大
字
鶴
ケ
曽
根
字
上
根
通
一

五
五
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
鶴
ケ

曽
根
字
下
根
通
三
三
九
番
一
地
先
ま

で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る

部
分
に
限
る
。
） 

  

供
用
開
始
の
区
間 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

供
用
開
始
の
期
日 

平
成
十
年
三
月
三
十
一
日
付
け

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所

長
告
示
第
四
六
三
号
に
お
け
る

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。
延
長
四
六
〇
．
七

〇
メ
ー
ト
ル 

   

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
二
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日 

 
 

越
建
セ
第
五
三
四
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
六
丁
目
六
百
三
十
四
番
一
、
六
百
三
十
四
番
五
、
六
百
三
十 

 
 

四
番
六
、
六
百
三
十
四
番
七
、
六
百
三
十
四
番
八
、
六
百
三
十
四
番
九
、
六
百
三
十
四
番
十
、 

 
 

六
百
三
十
四
番
十
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十
六
番
十
一
号 

 
 

一
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

堀
口 

忠
美 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
三
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

内 

藤 

知 

行 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
一
八
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
五
三
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
島
千
九
百
十
九
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
青
葉
一
丁
目
一
番 

一
〇
―
三
〇
五
号 

 
 

小
澤 

武
史 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
三
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

魅
力
あ
る
県
立
学
校
づ
く
り
の
方
針
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ハ 

埼
玉
県
教
職
員
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ニ 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ホ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る 

 
 

訓
令
に
つ
い
て 

 

ヘ 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

す
る
条
例
（
案
）
に
つ
い
て 

 

ト 

埼
玉
県
い
じ
め
問
題
調
査
審
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

チ 

公
文
書
不
開
示
決
定
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
事
案
の
決
定
に
つ
い
て 

 

リ 

そ
の
他 

 



告 示 

埼玉県公安委員会告示第49号 

 平成13年埼玉県公安委員会告示第267号（埼玉県情報公開条例第31条に規定する公文書を検

索するための資料について）の一部を次のように改正し、平成28年４月１日から施行する。 

 平成28年３月18日 

                  埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎 

告示文中「第31条」を「第35条」に改める。 



告 示 

埼玉県公安委員会告示第50号 

 平成24年埼玉県公安委員会告示第66号（埼玉県情報公開条例第33条第１項の規定により情報

公開に関し必要な措置を講ずるよう努める法人として埼玉県公安委員会が定める出資法人につ

いて）の一部を次のように改正し、平成28年４月１日から施行する。 

 平成28年３月18日 

                  埼玉県公安委員会委員長 阿 部 理 一 郎 

告示文中「第33条第１項」を「第37条第１項」に改める。 



告 示 

埼玉県警察本部告示第34号 

 平成13年埼玉県警察本部告示第２号（埼玉県情報公開条例第31条に規定する公文書を検索す

るための資料について）の一部を次のように改正し、平成28年４月１日から施行する。 

 平成28年３月18日 

                       埼玉県警察本部長 貴 志 浩 平 

告示文中「第31条」を「第35条」に改める。 


	Kenpo2782
	t2782_20160318-001i2680comp
	t2782_20160318-002i2698comp
	t2782_20160318-003i2709comp
	t2782_20160318-004i2744comp
	t2782_20160318-005i2700comp
	t2782_20160318-006i2701comp
	t2782_20160318-007i2704comp
	t2782_20160318-008i2705comp
	t2782_20160318-009i2729comp
	t2782_20160318-010i2718comp
	t2782_20160318-011i2713comp
	t2782_20160318-012i2710comp
	t2782_20160318-013i2621comp
	t2782_20160318-014i2712comp
	t2782_20160318-015i2688comp
	t2782_20160318-016i2672comp
	t2782_20160318-017i2689comp
	t2782_20160318-018i2691comp
	t2782_20160318-019i2717comp
	t2782_20160318-020i2596comp
	t2782_20160318-021i2649comp
	t2782_20160318-022i2650comp
	t2782_20160318-023i2677comp
	t2782_20160318-024i2678comp
	t2782_20160318-025i2679comp
	t2782_20160318-026i2695comp
	t2782_20160318-027i2696comp
	t2782_20160318-028i2711comp
	t2782_20160318-029i2593comp
	t2782_20160318-030i2685comp
	t2782_20160318-031i2639comp
	t2782_20160318-032i2607comp
	t2782_20160318-033i2608comp
	t2782_20160318-034i2609comp
	t2782_20160318-035i2690comp
	t2782_20160318-036i2714comp
	t2782_20160318-037i2715comp
	t2782_20160318-038i2647comp
	t2782_20160318-039i2749comp
	t2782_20160318-040i2671comp
	t2782_20160318-041i2719comp
	t2782_20160318-042i2753comp
	t2782_20160318-043i2652comp
	t2782_20160318-044i2653comp
	t2782_20160318-045i2651comp

